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平成20年９月11日(木)16:00現在 

総 務 省 

 

 

７月 28 日の前線による大雨の被害状況等について【第８報】 

 

 

 

Ⅰ 被害状況 

 

１ 通信関係  

区 分 事業者 被害状況等 

固定電話 ＮＴＴ西日本 ○ 電源故障により集線装置（ＲＴ）８箇所（富山県）

が停止したが、現在は復旧済 

ＫＤＤＩ ○ 設備被害、サービスとも影響なし 

 

ソフトバンク 

テレコム 

○ 設備被害、サービスとも影響なし 

ＮＴＴｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ○ 設備被害、サービスとも影響なし 

 

携帯電話 ＮＴＴドコモ ○ ２Ｇ基地局の停波は、７／30(水)17:35 までにすべ

て復旧 

○ ３Ｇ基地局の停波は、７／29(火)16:28 までにすべ

て復旧 

ＫＤＤＩ（ａｕ） ○ ３Ｇ基地局の停波は、７／29(火)16:14 までにすべ

て復旧 

ソフトバンク 

モバイル 

○ ２Ｇ基地局の停波は、７／29(火)13:27 までにすべ

て復旧 

○ ３Ｇ基地局の停波は、７／29(火)19:46 までにすべ

て復旧 

 

２ 放送関係 

○ 施設・設備に関して特段の被害情報はない。 

 

 

Ⅱ 対応状況 

 

１ 総務省 

① ７／28(月)14:00 省内の情報収集体制を整備。 
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② ８／６(水) ９月上旬に定例交付すべき普通交付税の一部を繰り上げて交付（８／５(火)交

付決定）。 

交付対象団体 繰上げ交付額 

富山県南砺市 ８９０百万円

石川県金沢市 １，１５３百万円

合     計 ２，０４３百万円

 

 ③ ７／31(木) 災害救助法が適用された２市（富山県南砺市及び石川県金沢市）の無線局免許

人に対し、電波利用料債権の催促状及び督促状の送付を停止する措置を実施。 

 

 

２ 放送関係 

 事業者 対応状況 

ＮＨＫ ○ 災害救助法が適用された２市の区域内において、半壊、床上浸水

以上の程度の被害を受けた建物に受信機を設置して締結されている

放送受信契約に係る７月及び８月分の受信料の免除を実施 

ｽｶｲﾊﾟｰﾌｪｸﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼ

ｮﾝｽﾞ 

① 災害救助法が適用された２市の加入者について、８月分の視聴料

等の免除を実施 

② ７／31(木)から上記２市の加入者等からの問い合わせ専用フリー

ダイヤルを設置 

ＷＯＷＯＷ ○ ７／30(水)から上記２市の加入者、代理店に対する被災に関する

問い合わせ専用フリーダイヤルを設置（～９／30(火)） 

 

３ 郵便事業関係 

事業者 対応状況 

郵便事業株式会社 ① ７／31(木)から８／30(土)、被災者が差し出す郵便物の料金を免

除 

② 災害義援金を内容とする現金書留郵便物の料金免除 

・ ８／１(金)～９／30(火)： 富山県南砺市、石川県金沢市、富

山県共同募金会、日本赤十字社石川県支部、石川県共同募金会 

・ ８／５(火)～９／30(火)： 石川県 

 

 

(注) 下線部は、前報からの変更箇所。 

 

 

お問い合わせ先 

大臣官房総務課（調整） 

TEL 03-5253-5090 

FAX 03-5253-5093 

 


